
信託の法務・会計・税務とその活用

押さえておきたい会計・税務・法律

信託は財産の管理または処分の制度、器として活用
されています。
信託の代表的な活用法としては、法人における資金
運用の器としての特定運用金銭信託やファンドトラス
ト、個人における資金運用の器としての合同運用指定
金銭信託や投資信託などがある一方、法人の資金調達
の器としての売掛債権信託などの金銭債権の信託もあ
ります。そして、財産の管理または処分の器としての
退職給付信託などもあります。
平成18年信託法改正（以下、「新信託法」といい、

改正前までのものを「旧信託法」という）から15年
余りが経過し、新しい形の信託が登場するなどさらに
その可能性が広がりつつあります。本稿では、信託に
ついて解説します。

1.  信託のポイント
企業会計基準委員会が公表する「信託の会計処理に
関する実務上の取扱い」（実務対応報告第23号）では、
目的に「新信託法では、（1）信託は財産の管理または
処分の制度であるというこれまでの特徴を残しつつ、
（2）受託者の義務や受益者の権利行使に関する規定の
整備や、（3）信託の多様な利用形態に対応するための
整備がなされており（以下略）」と記載されています。
まさにこれらの点が重要なポイントであるため、太字
部分の3点について、以下に説明します。

（1）信託は財産の管理または処分の制度
信託は財産の管理または処分の制度です。イメージ
し易
やす

くするために、退職給付信託を例に具体的にみる
ことにします。ちなみに退職給付信託は、企業が退職
金または年金の受給者等に給付する企業年金の原資
（年金資産）とすることを目的に設定する、株式などの
有価証券を信託財産とする信託です。
＜図1＞のとおり、委託者である企業Aは所有する
株式などの有価証券を、受託者が提供する信託の器に
移転（信託譲渡）させます。その結果、信託財産となっ
た株式などの有価証券は、委託者から独立した存在と
なります。受託者である信託銀行はその信託財産を、
信託契約に基づき管理または処分し、受益者である退
職金または年金の受給権者等への給付や年金掛金の支
払いに充当します。

財産の管理または処分の制度には、委任による代理
などもあります。委任状による代理行為は身近でよく
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▶図1　信託譲渡
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行われています。
この委任による代理と信託を比較してみると信託の
特徴が明らかになります。

（2）受託者の義務
信託は、次の3者で構成されます。

この中で最も重要な役割を担うのは、財産を入れる
器を提供し、管理または処分する受託者です。新信託
法でも受託者にさまざまな義務を課しており、主なも
のは次のとおりです。

（3）信託の多様な利用形態
信託は自由度の高い制度であり、多様な使い方が可
能です。例えば、委託者は単独でも複数でも可能です
し、信託財産も金銭に限らず、株式などの有価証券や

不動産などの有形資産のほか、知的財産権等の無形資
産、事業そのものなども可能です。
また新信託法では新しい類型の信託、例えば自己信
託（いわゆる信託宣言）、限定責任信託や受益者の存
在しない信託（目的信託）、受益者連続型の信託など
もできるようになりました。

2. 信託のメリット
単なる財産の管理または処分の制度であれば、委任
による代理でもよいはずですが、信託ならではのメ
リットもあり、その代表的なものを以下に列挙します。

（1）倒産隔離
財産が信託の器に移転し、当該財産の登記や登録を
受託者名義にするなどの第三者対抗要件を備えた場
合、倒産隔離の効果が発生します。ここでいう倒産隔
離とは、委託者や受託者の債権者は、その権利を信託
財産に対して行使することができないという意味です。
退職給付信託の例でいうと、委託者である企業Aや

受託者である信託銀行に対する債権者は、信託財産で
ある株式などの有価証券に対して、その権利を行使す
ることができないということです（＜図2＞参照）。

（2）低い移転コスト
不動産を移転させる場合、通常は20/1,000の登

録免許税が発生しますが、信託は相続の場合と同様
4/1,000で済みます。また、いったん信託を設定した
後は、信託受益権の異動を受託者の帳簿で管理するた
め、登録免許税などの移転コストは発生しません。

（3）自由度の高い設計
信託することにより、資産が新たな効果を生み出す

▶図2　倒産隔離

委任による代理 信託

財産は所有者本人の名義で、所有者
本人が占有したままの状態が多い
です。

原則受託者名義に変更し、財産は受
託者に移転します。

所有者本人と代理人はどちらも管
理・処分権を有します。

受託者が管理・処分権を有します。

代理人が死亡すると代理は終了し
ます。

受託者が死亡しても、基本的に新受
託者を選任して信託は継続します。

• 委託者（財産を預ける者）…自分の財産の管理また
は処分を託す者

• 受託者（財産を預かる者）…信託財産を、信託契約
に基づき管理または処分する者

• 受益者（利益をもらう者）…信託財産を管理または
処分した結果を、信託契約に基づき享受する者

a. 信託事務遂行義務（信託法28条、35条）
信託事務の第三者への委託については、適切な者
を選任し、監督することが求められます。

b. 善管注意義務（信託法29条）
善良なる管理者としての注意義務です。受託者の
職業や地位に応じて通常期待される程度の注意義務
を果たしたという、客観的な基準を満たす必要があ
ります。

c. 忠実義務（信託法30条、31条）
受託財産の管理について受益者の利益のために最
善を尽くし、利益相反行為は禁止されます。

d. 分別管理義務（信託法34条）
受託者の財産（固有財産）と信託で預かった財産

（信託財産）は別々に分けて管理しなければなりま
せん。

e. 帳簿等作成、報告等義務（信託法37条）
受託者は帳簿等を作成し、年に一回、委託者や受
益者に決算報告を行う必要があります。

• 会計上は企業Aの貸借対
照表からオフバランスさ
れます

• 委託者は信託した様式に
ついて影響力を及ぼすこ
とができません
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押さえておきたい会計・税務・法律

慣行に従うものとする（信託法13条）が、信託は財
産の管理または処分の制度であることから、明らかに
不合理であると認められる場合を除き、信託の会計は
信託行為の定め等に基づいて行うことが考えられると
されました（実務対応報告第23号Q8）。
この代表的なものが元本補

ほ

填
てん

のある信託に係る超保
守主義の会計です。
一般合同指定金銭信託は約款で元本補填を規定して
います。信託銀行は元本補填という事態を極力回避す
るため、運用面での安全性に十分配慮するとともに、
超保守的な会計処理を採用しています。例えば、貸出
金利息については、前受収益は認識する（利益を減ら
す）が、未収収益は認識しない処理をしていました。
また、実績配当が大前提であるにもかかわらず、引当
金的な性格を有するものとして、債権償却準備金（約
款で記載）を計上しています。当然ながら時価会計で
ある金融商品会計は適用せず、有価証券等は取得価額
で評価します。
ただし、次のような信託については、債権者が存在
したり現在の受益者以外の者が受益者になることが想
定されたりするなど、多様に利用される信託の中で利
害関係者に対する財務報告をより重視する必要性があ
ると考えられるため、当該信託の会計については、株
式会社の会計（会社法431条）や持分会社の会計（会
社法614条）に準じて行うことが考えられ、この場
合には、原則として一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準じて行うこととなるとされています。

なお、受託者が信託行為の定めに基づくなど財産管
理のための信託の会計を行っていても、受益者の会計
処理は、原則として、一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて行うことに留意する必要があ
ります。

（2）委託者または受益者の会計
委託者の会計は信託する際に発生します。受益者の
会計は、期末時に信託内の財産や発生した損益を自ら
のB/S、P/Lに反映させることが中心になります。
委託者＝受益者となる信託を自益信託、委託者≠受
益者となる信託を他益信託といいます。最初自益信託
でスタートさせたものの、途中に他益信託にすること
も可能です。その場合は委託者兼受益者から新たな受

可能性があります。
例えば、企業間で相互に持ち合っている株式の場合
安定株主としてのメリットがある一方、株価下落リス
クや資本効率が悪いというデメリットがあります。こ
れを退職給付信託することによって、新たな効果を発
生させることができます。

（4）後継ぎ遺贈と同様の効果
民法上は無効といわれていた第二次受遺者の設定

（後継ぎ遺贈）が、受益者連続信託を活用することで
後継ぎ遺贈と同様の法的効果が得られることになりま
す。（詳細はⅣ1. をご参照ください）

1. 信託の会計
信託は、信託を構成する3者それぞれに会計処理が

発生します。

旧信託法では受託者の会計はほとんど信託銀行でし
か使われていなかったことや信託が複雑でなく委託者
や受益者の会計を特に定めるニーズが無かったこと等
から、信託としての会計処理に関する基準はありません
でした。
新信託法になり、これまでの信託の基本的な会計処
理を整理するとともに、新信託法による新たな類型の
信託等について、実務対応報告第23号「信託の会計
処理に関する実務上の取扱い」が公表され、この3者
の代表的な会計処理が明らかにされました。

（1）受託者の会計
信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の

• 信託設定時にオフバランスとなり、会計的に株式に
係る損益を確定させることができる。

• 信託内で売却しない限り、引き続き安定株主として
の役割を維持できる。

• 退職給付債務を圧縮することができる。
• 倒産隔離機能により、退職金または年金の受給権者
等の年金財産を確保できる。

Ⅲ　信託の会計・税務

• 委託者の会計…所有財産を信託する際の会計処理
• 受託者の会計…信託内で管理または処分する信託財
産に係る会計処理

• 受益者の会計…信託内の財産や発生した損益を自ら
のB/S、P/Lに反映させる会計処理等

①新信託法216条に基づく限定責任信託
②受益者が多数となる信託
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益者へ贈与または譲渡したこととなります。
実務対応報告第23号では、スタート時が自益信託
の場合について、「委託者兼当初受益者が単数か複数
か」「信託財産が金銭か金銭以外か」という視点で会
計処理を示しています。
＜表1＞は、自益信託における委託者兼受益者の会

計処理を一部抜粋したものです。

2. 信託の税務
（1）発生時受益者課税信託
信託内の損益を全て取り込む、いわゆる導管による
課税が基本となり、受益者が納税義務を負います。そ
の際、信託財産からの利益の分配の有無は関係ありま
せん。
これらは旧法人税法12条1項、旧所得税法13条1

項の本文に規定されていたことから、本文信託と呼ば
れていました。

（2）分配時受益者課税信託
投資信託など運用目的で設定した合同運用（集団）
信託は、信託から受益者に利益が払い出され、それを
受益者が享受したときに利息や配当等として課税され
ます。

旧法人税法12条1項、旧所得税法13条1項のただ
し書きに記載されていたため、本文信託に対比し、た
だし書き信託と呼ばれていました。

（3）受託者課税信託
信託内で発生する全ての損益は受益者に帰属します
が、目的信託のように受益者が存在しない信託につい
ては受益者が決まるまで課税できないことになります。
課税の公平の観点から、当該信託を一つの法人と見
なし、1年に一回決算を行い、法人税を申告・納付す
る義務が受託者に課せられます（＜表2＞参照）。

新信託法となり新しい類型の信託ができるようにな
りましたので、その中から二つほど取り上げます。

1. 受益者連続型信託（信託法91条）
民法では第二次受遺者を定める、いわゆる後継ぎ遺
贈は無効と考えられてきましたが、受益者連続型信託
を活用することでそれと同様の効果を得ることができ
ます。

▶表1　自益信託における委託者兼受益者の会計処理（一部抜粋）

▶表2　信託の税務

信託財産 委託者兼　
当初受益者 設定時 期末時

金銭

単数 信託財産となる金銭を金銭の信託であることを示す適切な科目
に振り替える。

保有目的により「運用目的」「満期保有目的」「その他」に区分し、
金融商品会計実務指針に基づき処理する。

複数
信託財産となる金銭を有価証券または合同運用の金銭の信託で
あることを示す適切な科目に振り替える。

有価証券または有価証券に準じて会計処理を行う。
ただし、預金と同様の性格を有する合同運用の金銭の信託（投資信
託を含む）は、取得価額をもってB/S価額とする。

金銭以外

単数

信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行う。
信託の設定により損益は計上されない。

総額法による。
信託財産のうち、持分割合に相当する部分を受益者のB/Sにおける
資産および負債として計上し、P/Lについても同様に持分割合に応じ
て処理する。
重要性が乏しい場合はこの限りではない。

複数
財産を移転し、受益権を受け取る。
信託の設定により損益は計上されない。

経済的効果が信託前と実質的に異ならない場合には、総額法による
ことが適当と考えられるが、重要性が乏しい場合には純額法（B/S、
P/Lについて持分相当額を純額で取り込む方法）によることができる。

発生時受益者課税信託 受託者課税信託 分配時受益者課税信託

区分 受益者等課税信託 法人課税信託 集団投資信託 年金信託 特定公益信託

信託の種類 特定運用金銭信託
ファンドトラスト
金銭債権の信託
退職給付信託など

目的信託など 合同運用信託、投資信託
など

厚生年金基金信託など 特定公益信託など

課税方法 信託財産に帰せられる収益およ
び費用は受益者等の収益および
費用とみなす。

受託者段階で信託財産から生ず
る所得に法人税を課税

信託収益が受益者に分配される段階で課税

Ⅳ　新しい信託
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例えば、信託の活用事例（子どものいない夫婦）で
考えてみます（＜図3＞参照）。夫の死亡後、妻に移
転した財産は、妻の死亡後には妻の相続人である弟に
移転し、夫の妹には移転しません。そして夫が自分の
妹を第二受遺者として定めることは民法上無効と考え
られてきたため、妹に承継させることは困難とされて
きました。
ところが、新信託法では受益者連続型信託が可能と
されました。すなわち夫が自分の妹に移転させたい財
産について受益者連続信託を設定し、第一次受益者を
妻、第二次受益者を妹とすることで、妹に財産を承継
させることが可能になりました。

2. 目的信託（信託法258条）…受益者の存在しない
信託
信託を成立させるためには、基本3者（委託者、受

託者、受益者）が必要ですが、受益者がいない場合
でも旧信託法では公益信託に限って認めていました。
公益信託は、最初に一定額の金銭を信託し、当該金
銭およびその運用益を奨学金給付、学術奨励等の他、
NPOの活動を支援等する目的で主務官庁の許可を受
けて設定されています。
新信託法では、この公益信託の縛りを無くして受益
者の存在しない信託を認めることとし、これを目的信
託と呼んでいます。

旧信託法時代は信託銀行が中心となり信託商品が提
供されてきましたが、新信託法となり信託の自由度が
高まった結果、信託の活用の可能性が広がっています。
信託は財産の管理または処分の制度であることから、
財産管理が苦手な高齢者や、親が亡くなった後の障害
者をサポートするといった分野などでも信託の活用が
期待されます。

また信託以外にも、遺言という自分の死後の財産の
処分を指定する制度や、成年後見制度という判断能力
が無い者に代わって成年後見人が本人の財産を管理ま
たは処分する制度もあります。こういった信託、遺言
そして成年後見制度などの制度を組み合わせるなどし
て、高齢者や障害者等が安心して生活できる仕組みを
考えていく必要があるのではないでしょうか。

▶図3　信託の活用事例（子どもがいない夫婦）
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